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証券コード 2425
2022年６月７日

株 主 各 位
東京都大田区大森北一丁目２番３号
株 式 会 社 ケ ア サ ー ビ ス

代表取締役社長 福 原 俊 晴

第31回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第31回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数

ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、2022年６月22日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申し上げます。

敬具

記
１．日 時 2022年６月23日（木曜日）午前10時

（受付開始時間は午前９時30分となっております）
２．場 所 東京都港区新橋一丁目12番９号 新橋プレイス

ＡＰ新橋 ４階 Ｄルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第31期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２. 第31期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 社外監査役１名選任の件
第５号議案 補欠の社外監査役１名選任の件

以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知に添付すべき書類のうち連結計算書類の連結注記表及

び計算書類の個別注記表につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.care.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書

類及び計算書類には、本招集ご通知提供書面への記載のもののほか、連結注記表及び個別注記表として表示すべ
き事項も含まれております。
また、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項を修正する必要が生じた場
合は、修正後の事項をインターネット上の当社のウェブサイト（https://www.care.co.jp/）に掲載させていた
だきますのでご了承ください。
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（提供書面）
事 業 報 告
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の流行による緊急事
態宣言やまん延防止等重点措置が断続的に繰り返され、長期にわたり経済活動が制限され
ました。また、感染再拡大への警戒感から、依然として予断を許さない状況が続いており
ます。
国内の介護業界におきましては、2021年４月に介護報酬改定が行われ、改定率は介護
サービス全体で＋0.7％となりましたが、サービスを担う人材を適時適切に確保すること
は非常に難しく、人件費及び採用コストの上昇が続いており、介護人材の採用と定着が引
き続き介護事業者の大きな課題となっております。
また、当社においては、介護サービスの利用ニーズは高いながらも、度重なる新型コロ
ナウイルス感染症のまん延により、複数のデイサービスが休業を繰り返す結果となりまし
た。
このような状況の下、当社グループは「介護からエンゼルケアまで」の一貫したサービ
スを提供するための基盤構築を図ってまいりました。
既存事業の合理化・効率化及び将来の展開を意識した利益確保と、本社業務の効率化や
労務費の削減による経費圧縮、強固なドミナントエリア形成のための新たな展開に向けて
準備を進めてまいりました。一方で、在宅介護サービス事業においては、ワクチン接種の
開始に伴い介護業界全体で看護師が不足したことにより、デイサービス及び訪問入浴サー
ビスにおいて、採用及び人材派遣に関する費用が上昇しました。
また、同事業において、2021年12月、東京都練馬区に「デイサービスセンター大泉学
園」、東京都調布市に「デイサービスセンター調布柴崎」の２事業所を開設し、東京都江
東区の「居宅支援ひだまり臨海」を区内で移転、「居宅支援木場」へ名称変更し、同区
「居宅支援ひだまり深川」と統合しました。2022年３月には、同区内に「居宅支援亀戸」
を開設いたしました。これにより、事業所の開設、移転・統廃合に関する費用が増加しま
した。
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なお、国内既存事業所数は、デイサービスの事業所開設による増店２、居宅介護支援事
業所の開設による増店１及び統廃合による減店１、エンゼルケアの事業所開設による増店
１により、合計106事業所となりました。
海外事業におきましては、「上海福原護理服務有限公司」のエンゼルケア事業において、

エンゼルケアサービスの認知度の高まりにより、施行件数が順調に増加しておりました
が、新型コロナウイルスの感染再拡大により３月にロックダウンし、その影響については
引き続き注視する必要があります。
その他の事業では、当社グループ子会社である「株式会社ケアサービスヒューマンキャ
ピタル」が、介護業界を対象とした人材紹介サービスにおいて、緊急事態宣言下の外出自
粛による選考プロセスの遅れなどの影響により苦戦を強いられるなど、人流の影響を大き
く受けました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,965百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益
は306百万円（前年同期比0.4％増）、経常利益は327百万円（前年同期比2.4％増）、親会
社株主に帰属する当期純利益は192百万円（前年同期比0.7％増）となりました。

事業部門別の状況は以下のとおりであります。

事業部門

前連結会計年度
（自至

2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

当連結会計年度
（自至

2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

増減

売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率
（千円） （％） （千円） （％） （千円） （％）

在宅介護サービス事業 6,476,395 74.6 6,561,926 73.2 85,531 1.3

シニア向け総合サービス事業 2,210,293 25.4 2,403,825 26.8 193,531 8.8

合計 8,686,688 100.0 8,965,751 100.0 279,063 3.2
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② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は196百万円で、主なものは事業用建物設備106百万
円、事業用車両63百万円であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度は、自己資金により所要資金を賄いましたので、特別な資金調達は行っ
ておりません。
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はございません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はございません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はございません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得もしくは処分の状況
該当事項はございません。

（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 28 期
（2019年３月期）

第 29 期
（2020年３月期）

第 30 期
（2021年３月期）

第 31 期
（2022年３月期）
（当連結会計年度）

売 上 高（千円） 8,906,493 9,055,582 8,686,688 8,965,751

経 常 利 益（千円） 230,975 124,655 319,539 327,327

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 94,843 242,206 190,776 192,169

１株当たり当期純利益（ 円 ） 25.00 63.85 50.29 50.66

総 資 産（千円） 3,108,220 3,213,298 3,220,554 3,239,733

純 資 産（千円） 1,480,068 1,696,524 1,857,126 2,018,108

（注）当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用
しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準を適用した後の数値を記載
しております。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第 28 期
（2019年３月期）

第 29 期
（2020年３月期）

第 30 期
（2021年３月期）

第 31 期
（2022年３月期）
（当 事 業 年 度）

売 上 高（千円） 8,873,365 8,904,770 8,569,485 8,884,452

経 常 利 益（千円） 310,927 185,522 358,299 349,907

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △39,062 259,284 182,597 184,404

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)（ 円 ） △10.30 68.35 48.14 48.61

総 資 産（千円） 3,096,177 3,208,026 3,228,064 3,239,265

純 資 産（千円） 1,479,690 1,713,321 1,869,323 2,021,451

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

上海福原護理服務有限公司 1,365,000 USD 100％ 中華人民共和国における介護事業、
介護関連事業及びエンゼルケア事業

株式会社ケアサービス
ヒューマンキャピタル 30,000千円 100％ 人材紹介、人材派遣及び人事業務

代行業

（注）特定完全子会社には該当いたしません。
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（4）対処すべき課題
当社グループが所属する国内の介護サービス産業は高齢化がさらに進み、今後も拡大傾向

が続くと予想されます。一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い各行政からの
外出自粛や景気後退懸念による利用控えなどにより、介護業界を取り巻く環境は依然厳しい
状況が続くと想定されます。
このような経営環境に対応するために、当社グループの強みである東京23区を中心とし

たドミナント戦略の推進により生み出される、各サービス間のシナジー効果を十分に活用し
てまいります。人口密度が高く、移動効率性の良い東京23区は、介護報酬において全国で
最も高い地域区分単価が適用されており、当社グループでは今後も引き続き東京23区を中
心としたドミナントエリアでの拠点の展開を継続してまいります。しかしながら、新規出店
においては、今後の介護保険法改正の動向に加えて、地域の顧客データやテナント賃料、建
設コストなどを慎重に見極めて進めてまいります。
また、国内のあらゆる産業において、従事する人材の採用が年々難しくなっており、介護
業界においても、サービスを提供するために必要な有資格者をはじめとした介護スタッフの
確保と定着は、引き続き大きな経営課題となっております。当社グループでは、人材事業子
会社である「株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル」を通じて、介護業界全体の課題
である介護人材の採用に向けて、当社グループ全体の採用力の向上を進めております。加え
て、優秀な従業員の育成・定着のために職能や経験に応じたキャリアパスや、各種手当の拡
充、新型コロナウイルス禍での労働市場の変化に適切に順応を図り、また2019年10月より
特定処遇改善加算の取得を推進し、事業所従業員に手当を拡充することで、経験を持った優
れた人材が引き続き当社グループで活躍できる環境を整備しております。
新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症拡大下での当社の基本方針としまして、

当社グループが提供する在宅介護サービス事業、シニア向け総合サービス事業は、公共性の
高いサービスであるため、行政機関と連携のうえ、可能な限りサービスの提供を維持、継続
してまいります。ただし、お客様やそのご家族、従業員と家族の安全確保を第一に努め、行
政や保健所等による要請、指示に従い、適宜各サービスの休止、規模の縮小、時間変更、代
替サービスへの振替等の対応を講じてまいります。
また、中国では上海市に設立した関係会社を通じて、現在、日本式の在宅介護サービスと
エンゼルケアサービスを展開しております。引き続き、経済の発展とともに高齢化の進行が
予想される中国において、日本と同様のサービス品質を提供していくため、当社グループの
企業理念である「お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービスを提供する」を理解・実践で
きる現地スタッフの採用と人材育成を重要視し、体制の構築を図ってまいります。
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今後、さらに高齢化が進行する中で、当社グループの「介護からエンゼルケアまで」の一
貫したサービスを提供するための基盤構築を引き続き推し進めてまいります。

株主や投資家の皆様との対話や、IR・広報活動の充実、内部統制の整備を通じて、社会
からさらに厚い信頼を得ることができるよう努めてまいります。

（5）主要な事業内容（2022年３月31日現在）
部 門 主 要 サ ー ビ ス

在 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業
通所介護サービス、認知症対応型通所介護サービス、訪問入浴サービス、
訪問介護サービス、居宅介護支援サービス、福祉用具貸与サービス、特定
福祉用具販売サービス、訪問看護サービス、配食サービス、小規模多機能
型居宅介護サービス及びこれらの介護予防サービスを提供しております。

シニア向け総合サービス事業 湯灌サービス、ＣＤＣサービス、クリーンサービス、シニア向け施設紹介
サービスを提供しております。
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（6）主要な事業所（2022年３月31日現在）
区 分 所 在 地

本 社 事務所（東京都大田区）

在 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業

○デイサービス
（東京都：大田区９、杉並区４、世田谷区４、板橋区３、足立区４、
品川区２、目黒区１、葛飾区１、北区２、練馬区３、江東区１、
墨田区１、荒川区１、豊島区１、江戸川区２、西東京市１、三鷹市１、
武蔵野市１、調布市１）

○認知症対応型デイサービス
（東京都：大田区２、杉並区１）
○訪問入浴
（東京都：大田区２、杉並区２、世田谷区１、品川区１、豊島区１、
板橋区１、練馬区１、足立区１、北区１）
（神奈川県：横浜市港北区１、横浜市南区１）
（埼玉県：川口市１）
○訪問介護
（東京都：大田区１、江東区１）
○居宅介護支援
（東京都：大田区２、板橋区２、世田谷区３、杉並区２、足立区１、
江東区２）

○福祉用具貸与・特定福祉用具販売
（東京都：大田区１、杉並区１）
○訪問看護
（東京都：大田区１、江戸川区１、墨田区１）
○小規模多機能型居宅介護
（東京都：大田区１）
○配食サービス
（東京都：大田区１）

シニア向け総合サービス事業

○湯灌サービス
（山形県１、福島県１、新潟県３、茨城県１、東京都３、神奈川県４、
埼玉県２、千葉県４、静岡県１、愛知県１）
○ＣＤＣサービス
（東京都２、神奈川県１）
○クリーンサービス
（東京都１）
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（7）従業員の状況（2022年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

１，０１４名 １６名増 ４０.２歳 ６.５年

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

９９８名 ２４名増 ４０.３歳 ６.６年

（注） 上記従業員のほか、468名の臨時従業員が在籍しております。

（8）主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ６２百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 １２百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はございません。
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２．株式の状況（2022年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 16,800,000株

（2）発行済株式の総数 4,200,000株（自己株式406,761株を含む）

（3）株 主 数 1,761名

（4）大 株 主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 友 愛 1,662,800株 43.83％
福 原 俊 晴 542,200 14.29
ケ ア サ ー ビ ス 従 業 員 持 株 会 158,000 4.16
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 102,600 2.70
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 96,000 2.53
楠 田 卓 45,000 1.18
JP モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 34,100 0.89
宮 こ ず え 24,600 0.64
ケ ア サ ー ビ ス 役 員 持 株 会 23,000 0.60
古 川 辰 也 20,712 0.54
（注）１．自己株式（406,761株）は上記大株主からは除いております。

２．持株比率は、自己株式を控除し、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。

３．新株予約権等の状況
該当事項はございません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 福 原 敏 雄
代 表 取 締 役 社 長 福 原 俊 晴 上海福原護理服務有限公司 董事長
常務取締役常務執行役員 富 澤 政 信 事業統括本部 統括本部長
取 締 役 執 行 役 員 渡 辺 桂 ＢＣＰ担当
取 締 役 執 行 役 員 三 浦 裕 二 在宅介護事業本部 本部長
取 締 役 執 行 役 員 木 高 毅 史 管理本部 本部長
取 締 役 藤 好 優 臣 藤好公認会計士事務所 代表
取 締 役 森 田 直 行 株式会社ＮＴＭＣ 代表取締役社長
常 勤 監 査 役 江 口 尚 登

監 査 役 園 部 洋 士
至高法律事務所 代表弁護士
株式会社ＣＬホールディングス 社外取締役
東京鐵鋼株式会社 社外取締役監査等委員

監 査 役 福 森 久 美
公認会計士福森久美事務所 代表
日本ラッド株式会社 社外監査役
ブロードマインド株式会社 社外取締役

（注）１．取締役 藤好優臣及び取締役 森田直行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 園部洋士及び監査役 福森久美の両氏は、社外監査役であります。
３．監査役 福森久美氏は、長年にわたり公認会計士、税理士としての経験を有しており、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は、取締役 藤好優臣、取締役 森田直行、監査役 園部洋士及び監査役 福森久美の４氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．2021年６月24日開催の第30回定時株主総会において、取締役 木高毅史氏が選任され就任いたし
ました。

６．社外役員の独立性に関する基準
当社は招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性については、金融商品取引所が定める独立性の基
準を満たすことを前提としております。

７．取締役を兼務しない執行役員はおりません。



― 13 ―

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 藤好優臣、社外取締役 森田直行、監査役 江口尚登、社外監査
役 園部洋士及び社外監査役 福森久美の５氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第
425条第１項に定める最低責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
当社の取締役、監査役、執行役員

② 保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起
因して、損害賠償請求を受けることによって、被保険者が被る損害を当該保険契約により
填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、任意の指名・報酬委員会に
おいて、担当職務、各期の業績、貢献度、同業他社や社会情勢等を総合的に勘案して作成
することとしており、取締役会では基本的にその答申を尊重しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2002年６月27日開催の第11回定時株主総会において、

取締役は150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員
数は４名（うち社外取締役は０名）です。監査役の金銭報酬の額は、2002年６月27日開
催の第11回定時株主総会において50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会
終結時点の監査役の員数は２名（うち社外監査役は１名）です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬については、取締役会決議に基づき設置した任意の指名・報酬委員会に
諮問し、その答申内容を尊重し代表取締役社長 福原俊晴にその具体的内容の決定を委任
するものとしております。



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 14 ―

代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営
状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断し
たためであり、独立社外役員も構成員とする任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定さ
れることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられて
おります。
なお、当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非
常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役 員 区 分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員
の員数 (人)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(うち社外取締役)

９０
７

９０
７ － － ８

（２）

監査役
(うち社外監査役)

１４
６

１４
６ － － ３

（２）
⑤ 業績連動報酬に関する事項
該当事項はございません。

⑥ 非金銭報酬の内容
該当事項はございません。

（5）社外役員に関する事項
取締役 藤好 優臣氏
① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係
取締役 藤好優臣氏は、藤好公認会計士事務所の代表を兼務しております。藤好公認会
計士事務所と当社は、取引その他特別な関係はございません。
② 当期における主な活動状況
第31期に臨時開催を含め16回開催した取締役会のうち15回出席し、４回開催した任意
の指名・報酬委員会は４回全てに出席し、主に会計士・税理士として培ってきた豊富な経
験と幅広い見識に基づいて、意見表明を適宜行うなど、妥当かつ適正な取締役会の意思決
定に寄与しております。
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取締役 森田 直行氏
① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係
取締役 森田直行氏は、株式会社NTMCの代表取締役社長を兼務しております。株式

会社NTMCと当社は、取引その他特別な関係はございません。
② 当期における主な活動状況
第31期に臨時開催を含め16回開催した取締役会のうち16回全てに出席し、４回開催し
た任意の指名・報酬委員会は４回全てに出席し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い
見識に基づいて、意見表明を適宜行うなど、妥当かつ適正な取締役会の意思決定に寄与し
ております。

監査役 園部 洋士氏
① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係
監査役 園部洋士氏は、至高法律事務所の代表弁護士の他に株式会社ＣＬホールディン
グスの社外取締役、東京鐵鋼株式会社の社外取締役監査等委員を兼務しております。
至高法律事務所、株式会社ＣＬホールディングス、東京鐵鋼株式会社と当社は、取引そ

の他特別な関係はございません。
② 当期における主な活動状況
第31期に臨時開催を含め16回開催した取締役会のうち16回全てに出席し、臨時も含め

た監査役会は14回全てに出席し、４回開催した任意の指名・報酬委員会は４回全てに出
席し、主に弁護士としての豊富な経験と専門的知見と幅広い見識のもとで、経営に有益な
助言・提言を行っております。

監査役 福森 久美氏
① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係
監査役 福森久美氏は、公認会計士福森久美事務所の代表の他に日本ラッド株式会社の
社外監査役、ブロードマインド株式会社の社外取締役を兼務しております。
公認会計士福森久美事務所、日本ラッド株式会社、ブロードマインド株式会社と当社
は、取引その他特別な関係はございません。
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② 当期における主な活動状況
第31期に臨時開催を含め16回開催した取締役会のうち16回全てに出席し、臨時も含め

た監査役会は14回全てに出席し、４回開催した任意の指名・報酬委員会は４回全てに出
席し、主に会計士・税理士としての専門的知見を有するばかりでなく、事業法人において
経営に関与された経験もあり、経営に有益な助言・提言を行い、また適切な監査の実施、
監査意見の形成に有益な発言を適宜行っております。

５．会計監査人の状況
（1）名称 PwC京都監査法人

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ２６百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 ２６百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会は、監査体制及び監査項目を検討した結果、当社の規模、複
雑性、リスクに照らし、監査報酬額は妥当な額であると同意の判断をいたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はございません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められるとき、または

当社にとってより適切な監査体制の整備が必要と判断されるときには、会計監査人を解任
または不再任とするための法令に定められた手続きをとる方針であります。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はございません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（1）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の
会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであ
ります。
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員が職務執行において遵守すべき事項を定める「企業理念」、「行動指
針」及びそれに基づく日々の行動目標を記した「ケアサービスフィロソフィ」を制定し、
周知徹底を図っております。また、内部通報規程に基づきコンプライアンスに関する相
談、通報を受け付ける内部通報制度を設置し長年運用を行っておりましたが、2022年６
月の公益通報者保護法の改正に合せて内部通報制度を見直ししております。
内部監査部門は業務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、代表取締役社長へ
報告しております。また、必要に応じて管掌取締役及び監査役会に報告を行います。さら
に、子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長へ報告し、必要に応じて管掌
取締役及び監査役会に報告しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録及び各取締役が職務権限規程
に基づいて決裁した文書、その他取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及
び「文書管理規程」等に従い適切に保管及び管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社全体のリスク管理を統括する組織として、「リスク管理規程」に基づき、各部門の
所管業務に付随する様々なリスクの管理は主管責任部署が行い、危機発生時に迅速かつ適
切な対応を図る体制を構築しております。
財務報告の信頼性に係るリスクの管理については、内部監査部門が各部門をモニタリン
グし、代表取締役及び監査役会へ報告しております。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は月に１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要事項について
は事前に各種会議体で審議した上で、決議機関に上程することで職務執行の効率性を確保
しております。取締役会の決定に基づく業務執行については「職務権限規程」に従い、所
属長がその責任範囲と権限において執行しております。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社からなる企業集団は、「ケアサービスフィロソフィ」を共有し、グルー
プ一体となった体制を構築し、監査役及び監査役会は、当社グループの業務全般にわたる
内部統制の有効性を検証しております。また内部監査部門は、当社グループ各社への内部
監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を検証しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
する体制
当社は、監査役会が必要とした場合、監査役を補助する従業員を置くものとし、その人

選については取締役会と協議するものとします。また、監査役は必要に応じて内部監査部
門に調査を依頼することができます。

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、評価及び懲戒については、監査役会の
同意を必要としております。

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会その他重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するため重要な会
議に出席し、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求めることができます。また、代表
取締役との定期的な意見交換を開催し、意思の疎通を図るほか、適切な報告体制を確保し
ております。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査部門は、監査の方針・計画等について監査役と事前協議を行い、また監査に関
する情報交換を行う等、監査役と緊密に連携しております。
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⑩ 財務報告の信頼性その他適正な内部統制を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適切な開示のため
に、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及び評価を行い、不備が発見された場
合は是正処置を講じております。また、「内部統制の４つの目的」として挙げられる他の
３つの目的（業務の有効性及び効率性、法令等の遵守、資産の保全）等について、業務執
行側として取り組むために「内部統制」を整備・運用し、グループガバナンス体制の強化
を推進しております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、反社会的勢力対応規程に基づき、社会秩序や市民生活の安全を脅かす反社会的
勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否
し、これらと関係のある企業・団体・個人とは、いかなる取引も行わない方針を堅持して
おります。
代表取締役が命ずる者は、警察及び関連団体等との連携に努めており、引き続き反社会
的勢力排除のための社内体制の整備・強化を進めております。

(2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の
会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員が、現状の法令、社会環境、当社の目指すべき方向性に沿った行動が
遵守できるよう、「企業理念」、「行動指針」及びそれに基づく日々の行動目標を記した
「ケアサービスフィロソフィ」の部分修正を適宜行っております。また、内部通報規程に
基づき、内部監査部門を窓口とした、コンプライアンスに関する相談、通報制度の運用を
行っております。2022年６月の公益通報者保護法の改正に伴い、内部通報制度を見直し
して運用しております。
内部監査部門は作成した内部監査計画書に基づき、その結果を代表取締役社長へ報告し
ます。また、必要に応じて管掌取締役及び監査役会に報告を行っております。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録や稟議書類等をはじめとする取締役執行上の各種情報について、文書管
理規程に従い適切に保管及び管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部監査部門による内部監査及び会計監査人による適時の監査により、法令、定款違
反、その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行や事象が発見された場合には直ち
に、代表取締役に報告し適切な危機管理を行っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会規程に基づき定時、または臨時に取締役会を開催しております。また、効率的

な職務の執行が行えるよう、取締役間の情報共有を加速するために週３日30分程度の会
議を開催しております。
業績のタイムリーな把握については、戦略会議やデイリーレポートを通じて迅速に報告
されております。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
適宜、取締役会等で、担当取締役、経理総務部長に報告を求め、子会社の運用状況の確
認を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
する体制
該当事項はございません。

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
該当事項はございません。

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役の情報収集の体制として、取締役会、他社内の重要な会議へ出席し、代表取締役
との意見交換の場を確保すること等に加え、取締役が決裁した社内稟議を監査役が閲覧す
ることで監査役による業務執行状況の確認と監査の実効性に努めております。また、適宜
役職員へのインタビューを行い取締役の業務執行状況の確認を間接的に行っております。
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⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査部門は、監査の方針・計画、内部統制システムの整備・運用状況に関する意見

交換を行う等、監査役と緊密に連携しております。また、監査役は会計監査人と定期的な
会合を開催し情報交換を行っております。

⑩ 財務報告の信頼性その他適正な内部統制を確保するための体制
全社経営方針と内部統制の４つの目的である「業務の有効性と効率性」、「財務報告の信
頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」に基づき、財務報告に係る内部
統制の継続的な整備・運用及び評価を行っており、不備が発見された場合は是正処置を講
じてグループガバナンス体制の強化を推進しております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
反社会的勢力対応規程を制定し、反社会的勢力排除に向けた体制の強化を図っておりま
す。既存取引先と過去に締結した契約内容を見直し「反社会的勢力」に関する事項につい
ての条文に不足がある場合は、新たに契約書を締結し直すこと等も行っております。ま
た、新規の取引についても、契約時に厳正なチェックを行い、反社会的勢力と取引を行わ
ないこととしております。

７．会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主に対する利益還元を経営上の重要な

課題として位置付けております。剰余金の配当等の決定につきましては、中長期的な事業計
画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金を確保しつつ、株主に対する安定的な配
当を実施することを基本方針としております。
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連結貸借対照表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部

科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

2,354,656
930,352
1,337,851
86,673
△220

885,076
378,508
176,630
34,141
90,986
51,879
24,869
118,544
38,798
46,252
33,493
388,023
203,896
136,823
48,658
△1,355

資 産 合 計 3,239,733

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 926,137
買 掛 金 133,133
一年内返済予定の長期借入金 62,522
リ ー ス 債 務 48,638
未 払 金 8,460
未 払 費 用 273,829
未 払 法 人 税 等 106,833
賞 与 引 当 金 124,033
そ の 他 168,685
固 定 負 債 295,487
長 期 借 入 金 12,530
リ ー ス 債 務 103,568
退 職 給 付 に 係 る 負 債 179,329
そ の 他 60
負 債 合 計 1,221,624

純 資 産 の 部
株 主 資 本 2,028,158
資 本 金 205,125
資 本 剰 余 金 138,075
利 益 剰 余 金 1,833,190
自 己 株 式 △148,231
その他の包括利益累計額 △10,050
為 替 換 算 調 整 勘 定 △10,050
純 資 産 合 計 2,018,108
負 債 純 資 産 合 計 3,239,733

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,965,751
売 上 原 価 7,800,228
売 上 総 利 益 1,165,522
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 859,283
営 業 利 益 306,239
営 業 外 収 益
受 取 利 息 312
受 取 保 険 金 5,011
助 成 金 収 入 7,756
受 取 和 解 金 10,000
補 助 金 収 入 4,195
為 替 差 益 3,465
そ の 他 6,642 37,382

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,993
上 場 関 連 費 用 11,000
そ の 他 2,300 16,294
経 常 利 益 327,327
特 別 損 失
減 損 損 失 226
固 定 資 産 除 却 損 0 226

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 327,101
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 142,225
法 人 税 等 調 整 額 △7,293 134,931
当 期 純 利 益 192,169
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 192,169
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 205,125 138,075 1,673,263 △148,197 1,868,266

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △32,242 △32,242
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 192,169 192,169

自 己 株 式 の 取 得 △34 △34

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 159,927 △34 159,892

当 期 末 残 高 205,125 138,075 1,833,190 △148,231 2,028,158

その他の包括利益累計額
純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △11,139 △11,139 1,857,126

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △32,242
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 192,169

自 己 株 式 の 取 得 △34

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 1,089 1,089 1,089

当 期 変 動 額 合 計 1,089 1,089 160,981

当 期 末 残 高 △10,050 △10,050 2,018,108

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部

科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

2,347,533
898,640
1,325,052
195,297
△71,456
891,731
377,917
176,630
33,550
90,986
51,879
24,869
117,647
38,798
46,252
32,596
396,166
4,549
40,000
202,914
136,823
44,109
△32,230

資 産 合 計 3,239,265

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 922,326
買 掛 金 137,107
一年内返済予定の長期借入金 62,522
リ ー ス 債 務 48,638
未 払 金 7,177
未 払 費 用 272,519
未 払 法 人 税 等 106,653
賞 与 引 当 金 122,965
そ の 他 164,741
固 定 負 債 295,487
長 期 借 入 金 12,530
リ ー ス 債 務 103,568
退 職 給 付 引 当 金 179,329
そ の 他 60
負 債 合 計 1,217,813

純 資 産 の 部
株 主 資 本 2,021,451
資 本 金 205,125
資 本 剰 余 金 138,075
資 本 準 備 金 138,075
利 益 剰 余 金 1,826,483
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,826,483
繰 越 利 益 剰 余 金 1,826,483

自 己 株 式 △148,231
純 資 産 合 計 2,021,451
負 債 純 資 産 合 計 3,239,265

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,884,452
売 上 原 価 7,739,969
売 上 総 利 益 1,144,483
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 826,515
営 業 利 益 317,967
営 業 外 収 益
受 取 手 数 料 2,943
奨 励 金 収 入 3,715
受 取 利 息 1,940
受 取 保 険 金 5,011
助 成 金 収 入 7,756
受 取 和 解 金 10,000
補 助 金 収 入 4,195
為 替 差 益 10,267
そ の 他 1,186 47,015

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,978
上 場 関 連 費 用 11,000
そ の 他 2,096 15,075
経 常 利 益 349,907
特 別 損 失
減 損 損 失 226
固 定 資 産 除 却 損 0
関 係 会 社 債 権 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 30,874 31,100

税 引 前 当 期 純 利 益 318,806
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 141,695
法 人 税 等 調 整 額 △7,293 134,401
当 期 純 利 益 184,404
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計その他利益剰余金

利益剰余金合計
資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 205,125 138,075 138,075 1,674,321 1,674,321 △148,197 1,869,323 1,869,323

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △32,242 △32,242 △32,242 △32,242

当 期 純 利 益 184,404 184,404 184,404 184,404

自 己 株 式 の 取 得 △34 △34 △34

当 期 変 動 額 合 計 － － － 152,162 152,162 △34 152,127 152,127

当 期 末 残 高 205,125 138,075 138,075 1,826,483 1,826,483 △148,231 2,021,451 2,021,451

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2022年５月12日
株式会社ケアサービス
取締役会 御中

PwC京都監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 村 仁 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 口 真 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ケアサービスの2021年４月１日から2022

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社ケアサービス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2022年５月12日
株式会社ケアサービス
取締役会 御中

PwC京都監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 村 仁 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 口 真 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ケアサービスの2021年４月１日か
ら2022年３月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
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し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。尚、
監査上の主要な検討項目については、会計監査人PwC京都監査法人と協議を行うとともに、そ
の監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月13日
株式会社ケアサービス 監査役会
常勤監査役 江 口 尚 登 ㊞
監 査 役 園 部 洋 士 ㊞
監 査 役 福 森 久 美 ㊞

（注）監査役 園部洋士及び監査役 福森久美の両氏は、いずれも会社法第２条第16号及び第335条第３項に定
める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な課題として位置付けており、安定

的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。
第31期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、株主の皆様への還元強化を図る
ため、次のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 10円00銭
配当総額 37,932,390円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月24日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備
えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとる旨を定めるものであります。

② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範
囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は
不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所）
現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会招集に関し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類及
び連結計算書類に記載又は表示をすべき
事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。

（削 除）
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現行定款 変更案
（新 設） （電子提供措置等）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部または一
部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。

（新 設） （附則）
１．変更前定款第15条（株主総会参考書類等

のインターネット開示とみなし提供）の
削除及び変更後定款第15条（電子提供措
置等）の新設は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定の施行
の日（以下「施行日」という）から効力
を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６
か月以内の日を株主総会の日とする株主
総会については、変更前定款第15条はな
お効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した
日又は前項の株主総会の日から３か月を
経過した日のいずれか遅い日後にこれを
削除する。

３．補足説明
電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主
の皆様に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主総会資料を
提供することができる制度です。なお、来年度の定時株主総会につきましては、書面交付請
求の有無にかかわらず、従来どおり書面にて招集通知を発送いたします。
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第３号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の
選任をお願いいたしたく存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1. ふく はら とし お

福原 敏雄 （1944年１月１日生）
再 任

所有する当社の株式数
230株

取締役在任年数
31年１ヵ月

取締役会出席状況
16回／16回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1974年３月 サ ン セルフ商事株式会社

（1997年４月当社に合併）設
立 代表取締役

1990年６月 株式会社エヌ・シー・エス
(1997年４月当社に合併）設
立 代表取締役

1991年５月 当社設立 代表取締役社長
2015年８月 上海福原護理服務有限公司設

立 董事長
2019年 4 月 当社代表取締役会長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

福原敏雄氏は、当社創業者であり、当社の経営において卓越したリーダーシップで当社を成長さ
せてまいりました。こうした知見や経験を活かし、当社グループの継続的な成長と企業価値向上
に貢献することが今後も期待されることから、同氏を取締役候補者として再任をお願いするもの
であります。

■ 取締役候補者と当社の関係 ： 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号

2. ふく はら とし はる

福原 俊晴 （1979年３月１日生）
再 任

所有する当社の株式数
544,131株

取締役在任年数
８年

取締役会出席状況
16回／16回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
2004年11月 株式会社レッグス（現 株式

会社ＣＬホールディングス）
入社

2010年１月 当社入社
2011年７月 当社経営企画本部マネージャー
2013年12月 当社経営企画部長
2014年６月 当社取締役執行役員経営企画

部長
2014年12月 当社取締役執行役員経営企画

部門長
2015年11月 当社取締役執行役員副サポー

トセンター長

2017年４月 株式会社ケアサービスヒュー
マンキャピタル代表取締役社
長

2019年 2 月 当社取締役執行役員経営企画
部、経理財務部、人事部、総
務部管掌

2019年 4 月 当社常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、人
事部、総務部管掌

2019年 5 月 当社代表取締役社長（現任)
2021年 6 月 上海福原護理服務有限公司

董事長（現任）

■ 重要な兼職の状況： 上海福原護理服務有限公司 董事長

■ 取締役候補者とした理由

福原俊晴氏は、当社において経営企画部門を歴任しており、人材事業の立ち上げにも尽力されま
した。こうした知見や経験を当社グループの継続的な成長と企業価値の向上に貢献することが期
待されることから、同氏を取締役候補者として再任をお願いするものであります。

■ 取締役候補者と当社の関係 ： 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号

3. とみ ざわ まさ のぶ

富澤 政信 （1971年５月19日生）
再 任

所有する当社の株式数
12,778株

取締役在任年数
16年

取締役会出席状況
15回／16回（ 94％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1997年８月 当社入社
2004年４月 当社エンゼルケア事業部長
2006年６月 当社取締役エンゼルケア事業

部長
2010年10月 当社取締役事業統括本部長
2013年４月 当社常務取締役事業統括本部長
2014年６月 当社常務取締役常務執行役員

事業統括本部長
2014年12月 当社常務取締役常務執行役員

第一事業本部長
2016年１月 当社常務取締役常務執行役員

事業統括本部長

2018年 6 月 当社常務取締役常務執行役員
第一事業本部長

2019年 4 月 当社常務取締役常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、
第３事業部管掌

2019年 7 月 株式会社ひだまり代表取締役社長
2020年 6 月 当社常務取締役常務執行役員

第１事業部、第３事業部管掌
2021年 3 月 当社常務取締役常務執行役員

事業統括本部統括本部長（現
任）

■ 取締役候補者とした理由

富澤政信氏は、当社において事業部門を歴任し、介護及びエンゼルケア事業に関して豊富な実
績・見識を有しており、2006年から当社取締役として経営に携わっております。こうしたケア
サービスにおける豊富な業務経験等を活かし、当社グループの継続的な成長と企業価値の向上に
貢献することが期待されることから、同氏を取締役候補者として再任をお願いするものでありま
す。

■ 取締役候補者と当社の関係 ： 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号

4. み うら ゆう じ

三浦 裕二 （1973年８月３日生）
再 任

所有する当社の株式数
1,920株

取締役在任年数
4年

取締役会出席状況
16回／16回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
2003年12月 当社入社
2006年６月 当社第２事業部訪問入浴港北

所長
2009年10月 当社第２事業部訪問入浴蒲田

所長
2011年８月 当社第２事業部訪問入浴第１

エリア エリアマネージャー
2011年11月 当社第２事業部 次長
2014年４月 当社第五事業部長

2014年６月 当社執行役員第五事業部長
2015年１月 当社執行役員 事業統括本部

第２事業部長
2018年 6 月 当社取締役執行役員第２事業

本部長就任
2020年 6 月 当社取締役執行役員

第２事業本部管掌
2021年 6 月 当社取締役執行役員

在宅介護事業本部本部長（現
任）

■ 取締役候補者とした理由

三浦裕二氏は、当社において事業部門を歴任し、特に介護事業に関して豊富な実績・見識を有し
ており、2014年からは執行役員として重要な職務を経験しております。こうしたケアサービス
における豊富な業務経験等を活かし、当社グループの継続的な成長と企業価値の向上に貢献する
ことが期待されることから、同氏を取締役候補者として再任をお願いするものであります。

■ 取締役候補者と当社の関係 ： 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号

5. き だか たか ふみ

木高 毅史 （1963年12月12日生）
再 任

所有する当社の株式数
215株

取締役在任年数
１年

取締役会出席状況
13回／13回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1983年４月 日本レストランシステム株式

会社入社
2008年５月 同社常務取締役
2015年５月 同社専務取締役
2007年10月 株式会社ドトール日レスホー

ルディングス取締役

2010年５月 同社常務取締役
2020年９月 当社入社
2020年11月 当社執行役員
2021年３月 当社執行役員業務サポート部

長
2021年６月 当社取締役執行役員
2021年８月 当社取締役執行役員管理本部

本部長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

木高毅史氏は、前職のサービス業においては、管理部門の取締役等の要職を歴任しており、幅広
い見識に基づき、当社グループの継続的な成長と企業価値の向上に貢献することが期待されるこ
とから、同氏を取締役候補者として再任をお願いするものであります。

■ 取締役候補者と当社の関係 ： 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号

6. ふじ よし まさ おみ

藤好 優臣 （1944年３月13日生）
再 任

所有する当社の株式数
6,117株

取締役在任年数
６年

取締役会出席状況
15回／16回（ 94％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1974年２月 監査法人中央会計事務所入所
1979年６月 藤好公認会計士事務所開設

代表（現任）

2005年６月 当社監査役
2016年６月 当社社外取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況： 藤好公認会計士事務所 代表
■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

藤好優臣氏は、公認会計士としての豊富な経験及び幅広い見識に基づいて、当社社外取締役とし
て適宜適切なご意見を頂戴しておりました。今後も引き続き当社企業価値の向上のために、経営
への助言や適切なご意見をいただけるものと期待して同氏を社外取締役候補者として再任をお願
いするものであります。

■ 社外取締役候補者と当社の
関係

： 同氏は社外取締役候補者であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他
の財産を受ける予定は無く、過去２年間に受けていた事実もあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役
員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者ではなく、過去10年
間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となったこと
はありません。
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候補者番号

7. もり た なお ゆき

森田 直行 （1942年４月８日生）
再 任

所有する当社の株式数
- 株

取締役在任年数
６年

取締役会出席状況
16回／16回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1967年３月 京都セラミック株式会社（現

京セラ株式会社）入社
1987年６月 同社取締役
1989年６月 同社常務取締役総務本部長
1995年６月 同社代表取締役専務
1995年10月 京セラコミュニケーションシ

ステム株式会社設立 代表取
締役社長

2006年４月 KCCSマネジメントコンサルテ
ィング株式会社 代表取締役
社長

2006年６月 京セラ株式会社 代表取締役
副会長

2008年４月 京セラコミュニケーションシ
ステム株式会社 代表取締役
会長

2010年12月 日本航空株式会社 副社長執
行役員

2011年４月 KCCSマネジメントコンサルテ
ィング株式会社 代表取締役
会長

2015年６月 株式会社NTMC
代表取締役社長（現任）

2016年３月 株式会社ブロンコビリー
社外取締役

2016年６月 当社社外取締役（現任）
■ 重要な兼職の状況： 株式会社NTMC 代表取締役社長
■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

森田直行氏は、事業法人の経営に長年携わられ、培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づいたご意見を頂戴しておりました。今後も引き続き当社企業価値の向上のために、
経営への助言や適切なご意見をいただけるものと期待して同氏を社外取締役候補者として再任を
お願いするものであります。

■ 社外取締役候補者と当社の
関係

： 同氏は社外取締役候補者であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他
の財産を受ける予定は無く、過去２年間に受けていた事実もあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役
員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあり
ません。
同氏は、2006年４月から2015年６月までKCCSマネジメントコ
ンサルティング株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任してお
りました。
当社とKCCSマネジメントコンサルティング株式会社との取引
は、一般消費者としての取引であり、十分独立性を有していると
判断しております。
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社は京セラ株式会
社の100％子会社であり、2016年3月に京セラコミュニケーシ
ョンシステム株式会社と合併しました。
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候補者番号

8.
その べ ひろ し

園部 洋士 （1965年２月12日生）
新 任

所有する当社の株式数
5,302株

監査役在任年数
６年

取締役会出席状況
16回／16回（100％）

■ 略歴、当社における地位及び担当
1992年４月 最高裁判所司法研修所入所
1994年４月 弁護士登録
1994年４月 須田清法律事務所入所
2001年10月 林・園部・藤崎法律事務所

（現 至高法律事務所）開設
代表弁護士（現任）

2010年３月 日本管理センター株式会社
社外監査役

2013年３月 株式会社レッグス（現 株式
会社ＣＬホールディングス）
社外監査役

2014年６月 東京鐵鋼株式会社 社外監査役

2016年３月 株式会社PALTEK 社外取締役
2016年３月 日本管理センター株式会社

社 外 取 締 役 監 査 等 委 員
2016年６月 東京鐵鋼株式会社 社外取締

役監査等委員（現任）
2016年６月 当社社外監査役（現任）
2017年３月 株式会社レッグス（現 株式

会社ＣＬホールディングス）
社外取締役（現任）

2019年３月 PALTEK 監査役

■ 重要な兼職の状況： 至高法律事務所 代表弁護士
株式会社ＣＬホールディングス 社外取締役
東京鐵鋼株式会社 社外取締役監査等委員

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

園部洋士氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専
門的知見を有するだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、当社社外監査役として経
営に有益な助言、提言をいただいておりました。そのため、社外取締役としての適格性を有して
いると判断し、今後も当社企業価値向上のために経営への助言や適切なご意見をいただけるもの
と期待して同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

■ 社外取締役候補者と当社の
関係

： 同氏は社外取締役候補者であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他
財産を受ける予定は無く、過去２年間に受けていた事実もありま
せん。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役
員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者ではなく、過去10年
間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となったこと
はありません。
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※１．取締役との責任限定契約について
当社は、現在、社外取締役藤好優臣氏、社外取締役森田直行氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る責任限定契約を締結しており、社外取締役２氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契
約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。また当社は、園部洋士氏
との間で、社外監査役として会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としており、同氏が社外取締役に選任された場合には、
同氏との間で、社外取締役として新たに同様の契約を締結する予定であります。

※２．取締役との役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
当社は会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（取締役）が
負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求を受けることによって、被保
険者が被る損害を当該保険契約により塡補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。取締役候補者
は当該保険契約の被保険者に含められることになります。

※３．当社は、藤好優臣氏、森田直行氏及び園部洋士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届出
ております。３氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

※４．所有する当社の株式数は2022年３月末日現在のものであります。
※５．所有する当社の株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。

【ご参考】本総会終了後の経営体制（予定）について
当社の企業理念及び経営計画等に照らして、取締役会が意思決定及び経営の監督機能を発揮するために必要なスキル（経

験・知識・能力等）を特定しました。取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。
なお、以下の一覧表は各氏の経験などを踏まえて、より専門性を発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表す

ものではありません。

企業経営 業界知見 財務会計 金融M＆A 人事労務 法律･ガバ
ナンス グローバル ＤＸ・ＩＴ

代表取締役会長
福原 敏雄 ○ ○
代表取締役社長
福原 俊晴 ○ ○ ○ ○
常務取締役常務執行役員
富澤 政信 ○ ○ ○
常務取締役常務執行役員
三浦 裕二 ○ ○ ○
取締役執行役員
木高 毅史 ○ ○ ○
社外取締役
藤好 優臣 ○ ○ ○
社外取締役
森田 直行 ○ ○ ○
社外取締役
園部 洋士 ○ ○ ○
常勤監査役
江口 尚登 ○ ○
社外監査役
福森 久美 ○ ○ ○
社外監査役
尾堂 隆久 ○ ○
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第４号議案 社外監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって、社外監査役 園部洋士氏が辞任されますので、社外監査役１名
の選任をお願いするものであります。なお、尾堂隆久氏は園部洋士氏の補欠として選任されます
ので、その任期は当社定款の定めにより、退任された社外監査役の任期の満了すべき時までとな
ります。
また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
社外監査役候補者は、次のとおりであります。

お どう たか ひさ

尾堂 隆久 （1961年１月７日生）
新 任

所有する当社の株式数
- 株

監査役在任年数
- 年

■ 略歴
1984年４月 京セラ株式会社 入社
2004年10月 株式会社ＤＤＩポケット（現

ワイモバイル株式会社）執行
役員総務本部長

2005年１月 株式会社ウィルコム沖縄 監査役
2010年12月 京セラ株式会社 総務部副部長
2013年４月 京セラドキュメントソリュー

ションズ株式会社 執行役員
総務本部長

2013年７月 ＴＡトライアンフアドラーＡ
Ｇ 監査役

2014年６月 京セラドキュメントソリュー
ションズジャパン株式会社
監査役

2019年 4 月 経営労務ＮＥＸＴ 代表・社
会保険労務士（現任）

■ 重要な兼職の状況：経営労務ＮＥＸＴ 代表・社会保険労務士

■ 社外監査役候補者とした理由

尾堂隆久氏は、事業法人において、人事・法務、コンプライアンス等の分野における豊富な経験
と知見を有しており、上場会社のグループ３社で監査役経験もあることから当社グループの実効
的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外監査役候補者として選任をお願
いするものであります。

■ 社外監査役候補者と当社の
関係

： 同氏は社外監査役候補者であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他
の財産を受ける予定は無く、過去２年間に受けていた事実もあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役
員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあり
ません。
同氏は、当社または当社の特定関係事業者ではなく、過去10年
間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となったこと
はありません。
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※１．監査役との責任限定契約について
当社は、現在、監査役３名との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、尾
堂隆久氏が選任された場合には、当該契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法
第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

※２．監査役との役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
当社は会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（監査役）が
負担することになる会社役員としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求を受けることによって、被保険
者が被る損害を当該保険契約により填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。
社外監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることになります。

※３．尾堂隆久氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員として同取引所に届け出
る予定であります。

※４．所有する当社の株式数は2022年３月末日現在のものであります。
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第５号議案 補欠の社外監査役１名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役１名の選任を

お願いいたしたく存じます。なお、本議案における選任の効力は就任前に限り監査役会の同意の
うえ、取締役会の決議によってその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
補欠の社外監査役候補者は、次のとおりであります。

こ いずみ だい すけ

小泉 大輔 （1975年９月５日生）
新 任

所有する当社の株式数
- 株

■ 略歴
1999年４月 公認会計士登録
2002年１月 新日本監査法人（現 EY新日

本有限責任監査法人）入所
2003年１月 株式会社ＫＩＡプロフェッシ

ョナル（現 株式会社オーナ
ーズブレイン）設立 取締役

2003年６月 新日本監査法人退所
2003年７月 株式会社ＫＩＡプロフェッシ

ョナル（現 株式会社オーナ
ーズブレイン） 代表取締役
（現任）

2004年９月 税理士登録
2005年６月 株式会社アールシーコア 監査役
2009年11月 株式会社地域新聞社 社外監

査役（現任）
2010年６月 株式会社アイティフォー 監査役
2015年６月 株式会社アールシーコア 取締役
2015年６月 株式会社アイティフォー 社

外取締役監査等委員（現任）

■ 重要な兼職の状況：株式会社オーナーズブレイン 代表取締役社長
株式会社地域新聞社 社外監査役
株式会社アイティフォー 社外取締役監査等委員

■ 補欠の社外監査役候補者とした理由

小泉大輔氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社グループの実効的な監査
に十分な役割を果すことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするも
のであります。

■ 補欠の社外監査役候補者と当社
の関係

： 同氏は補欠の社外監査役候補者であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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※１．監査役との責任限定契約について
当社は、現在、監査役３名との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、小
泉大輔氏が社外監査役として就任された場合に当社は小泉大輔氏との間で会社法第423条第１項の責任を限定する契約
を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であり
ます。

※２．監査役との役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
当社は会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（監査役）が
負担することになる会社役員としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求を受けることによって、被保険
者が被る損害を当該保険契約により填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。
小泉大輔氏が社外監査役として就任された場合、小泉大輔氏は当該保険契約の被保険者として含まれることになります。

※３．小泉大輔氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、
同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※４．所有する当社の株式数は2022年３月末日現在のものであります。

以上



メ モ



N

銀座線 新橋駅
銀座口

カラオケ館JR
新橋駅

銀座口
日比谷口

ニュー
新橋ビル

SL広場

スギ薬局

入口

新橋プレイス
4階Dルーム

虎ノ門 三井
住友銀行

三
田
線
内
幸
町
駅

A2出口
第一
ホテル東京

出口5
SL
広場

ニュー
新橋ビル

JR
新橋駅

銀座線 新橋駅
新橋駅前ビル

1号館

首都高速道路

浅
草
線
新
橋
駅

出口5

新橋

A2出口

JR「新橋駅」銀座口 徒歩１分
東京メトロ銀座線「新橋駅」5番出口 すぐ

都営三田線「内幸町駅」A2出口 徒歩４分
※お車でのご来場は、ご遠慮ください。

交通のご案内

株主総会会場ご案内図
東京都港区新橋一丁目12番9号
AP新橋 4階 Dルーム（新橋プレイス）会場

●

●

●

都営浅草線「新橋駅」A2出口 徒歩２分●


